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文化審議会美術品補倣制度部会

ヒアリング資料（全国美術館会議）

1 美術品補音量’制度の設立に関する評価

日本の展覧会関係者が長年にわたり要望していた美術品政府補僚制度の創設は、後れた

美術展覧会の継続的な開催のため、ひいては文化の発展のために大きな意義をもつもので

す。法律等の11制定および制度の実現にあたり、文化庁、文化審議会をはじめとする関係者

の皆様が多大なご尽力をなされたことに関し、 'Ct＇モく敬意を表します。

特に、適用対象となる展覧会の開催施設在国立美術館・博物館に限定せず、登録隙物館

および1専物館相当施設（公立・私立官官）を含めることが法律により定められ（第2条）、さ

らに、霊長銀博物館および博物館相当施設における展覧会の開催にEをするよう配慮する旨、

法律に明記されたこと（第 3条）は、非常に大きな意味があると受け止めています。

演のi高い展覧会は、展覧会の主催者や開催館の設置主体に拘らず、関民の利益に資する

事業であり、それ放に国が支援する意義を存することが、この法律によって認、められまし

た。全国美術館会議は、制度の創設に加え、適用対象を広くすべての美術館・博物館とす

るよう国に要望してまいりましたが、この要望に沿った趣旨の法律が制定されたことに隠

し、関係者の皆様のご理解・ご尽力に深く感謝します。

2.制度の問題点と課題

文化庁は国会への法案提出にあたり、「Ji{・の商い展覧会が広く全国で開催されるよう国が

支援するJ ことを趣旨に掲げていました。従って、本ffjlj皮の実績に関しては、 Ji~ーに、適

用展覧会が「広く全国で関俄」されたかどうかを評価することが必要です。

これまでに適用が認められた展覧会 12件（延べ25回）の実績は、「広く全鴎で開催Jと

いう制度設立の趣旨に反し、大都市閥、とりわけ東京での展覧会への集中が明らかです。

関｛ザ官官の設立主主体別に見ると、国立餓を含まない展覧会は 12件中 2件にすぎず、法律第

3条に明記された公立・私立館への配慮が、 ト分になされているとは言い難い実態です。

制度の運用開始から 2年数か月の問に 12件という適用実絞も、補｛齢制度をもっ国の中で

少ない部類に腐します。

これらの問題点の原凶は大きく言って以下の 3点であり、これを踏まえた改畿を行うこ

とが繰/fil¥jと考えられます。

①総評価額 50倣円以上という条件に適う展覧会は少数であり、その大半は大都市鶴で

しか開催されない。

②申誌にかかる主催者の負担に比して、政府補徽による経費上のメリットが薄い。

③海外美術館に日本の補僚制度が十分浸透していない。
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3. !Jjlj度の改善に関する要望

今聞の制度見臨しは、法律附則に定められたとおり、付i~後契約による政府の補僚の範囲

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措佼を講ず

るj ことが最大の目的であると理解しています。

前項にあげた 3つの問題のうち、②、③は、随時見夜しが可能な運用上の課題です。一

方、政令に関わる①の問題は、法律附則で定められた今回の見直しの機会を逃すと、今後

改善することはきわめて難しいと思われます。従って、主催者自己負担分の「50億円Jと

いう額の抜本的な見直しを、この機会に検討いただけるよう強く嬰望します。

具体的には、通常鍛容の自己負担「50億円」を、特定損容の自己負担と同様、「1倦円」

まで下げることを検討されるよう、強く要望します。

自己負担額の水準を下げることにより、大都市圏以外の地方で開催される展覧会にも申

請の可能性が関かれます。より多くの申務の中から、展覧会の賀、意義、安全対策等に基

づいて適用展覧会を選定することにより、「質の商い展覧会が広く全国で開催されるよう留

が支援するj という法律制定の級旨に遡った制度に発展することができると考えます。

全国美術館会議事務局企爾担当幹事

（国立西洋美術館副館長旅学芸課長）

村上博哉
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美術品政府補倣制度 2011年～2013年末までの実綴

適用展覧会 12件

国立館のみ 5件

国立＋公立館 5件

公立＋私立館 ll＇牛

公立官官のみ 1件

設霞主体別の炎絞

国立 5館（延べ 11回）

国立~Yr美術館（3）、東京r;m立博物館（3）、国立西洋美術館（2）、東京閲立近代美術館（2）、

九州国立博物館

公立 12館 α正べ 13回）

宇都宮美術館、神奈川県立近代美術館、浜松市美術館、愛知県美付f館（2）、

名古屋市立博物館、盛岡市美術館、京都市美術館、兵庫県立美術館、神戸市立博物館、

姫路市立美術館、広島県立美術館、高知県立美術館

私立 lf官（1回）

Bunkamuraザ・ミュージアム

地域別の実績（1会場 1沼とした延べ件数）

関東 13回 （うち東京都 11回）

東海 5回

近縫 4 @1 

'Iコ国 1回

四国 1巨｜

九州 1回
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文部科学大Ii!: 川端達夫殿

美術品国家補償制度の設立に隠する要望惑

全国美術館会議は、全国各地域の国公私立の美術館の連携により、美術館率業の発展を

透じて心重量かな社会の形成に貢献すべく、昭和27年の創立以来活動を続けています。

現在35 6館が加盟する私たちの組織は、全国の三走者絵書が地域や設霞主体の遠いを超え

て協力しながら、美術館が直面する諮問題に共同で取り組んでいます。しかし、我が国に

おける芸術文化の振興のためには、美術館相互の連携に加え、国の施策によって美術館活

動の基盤が支えられることも不可欠であると考えます。

とワわけ、留の施策として私たちが最も強く姿望するのは、美術品国家補償制度の導入

です。会問美術館会議は十年来、この問題に関する研究と討議を笈ね、同制度創設の察望

を関係省庁に訴えてまいりました。そして、昨年3月に文化庁が設置した「美術品の貸借

に係る務課題lこ関する調査研究協力者会議J1士、昨年7月の審議経過報告において、園芸家

補償制度の導入検討の必婆性を指摘しました。私たちはこの報告を大きな前進と受けとめ、

これを契機に美術品国家補償制度が一日も早く創設されることを喪主義いたします。

美術館の展覧会事業は、世界の優れた芸術文化を享受する機会をあらゆる世代の国民に

提供するとともに、英文化の理解と尊援を促し、世界平和に号寄与するものです。しかし、

展覧会の関催経費の中に大きな割合を市める保険料が、美術品の市場価格の上昇につれて

資額になり、さらに2001年の米国同時多発テロ以降急騰したことにより、重量震な美術

品を・位界各地から借用する展覧会の開催は近年きわめて凶嫌になっています。

欧米諸国は王手くからこの問題に対処し、国民が芸術文化を享受するための基盤の整備は

国の繁務であるという方針ーのもとに、美術品国家補償制度を導入しています。この制度は、

実質的な国費支出を伴わずに展覧会の開催を促進できる、査をも合理的な芸術文化振興政策

であることから、すでに大半の先進国が導入済みであり、 GSの中の米導入国はロシアと

日本のみです。この制度によって国民に芸術文化の享受を保証し、悶際的な文化交流を推

進することは、今や文化国家の要件ともきえます。こうした世界の趨勢に鑑み、我が国に

も美術品国家補償制度が早急に創設されるよう、私たちは強く願っております。

また、私たちは、国家補償制度の適用対象が美術館の設置主体によって限定されること

なく、国公私立の別を関わず可能な限り多くの美術館の展覧会に適用されるよう要望いた

します。専門職員が配鐙され施設環境の整った公立・私立の美術館が全国各地域に設経さ

れている我が国の状況を踏まえ、教育白色・文化的意義の高い展覧会が大都市閣に限らず全

国的な広がりのもとで行われることを支える制度が作られてこそ、我が留の芸術文化の援

奥のために最も有益であると考えます。私たちは展覧会に出品される美術品の保存努王室に

万全を尽くすとともに、より内容の充実した展覧会を開催するためにーj習の努力を行い、

美術品国家補俄制度をすべての国民のための制度として守り育ててゆく所存です。
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金g位置展覧会における美術品損害の補償に関する法律案

趣旨）

優れた美術品をより多くの国民が鑑賞できるよう、展示美術品の損害を政府が檎｛置

することにより、質の高い展覧会が広く全国で関寵されるよう国が支援する。

［背最】
O 美術品の評価額の上昇、テロ・自然災害等により、展覧会の美術品の保険料が
高騰。

0 景気悪化に伴い、民間主催の大規模展覧会の規模が縮小。断念するケースも。

0 GSではロシアと日本以外で、また巨U加盟国の約6寄ljで、国家補償制度を導入済。

イ概 要）

0 美術品の損害につき、政府が補償契約を締結できることを定める。

0 対象となる展覧会は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資するものとして
文部科学省令で定める規模、内容その他の要件に該当するものであることとする。

0 対象となる展覧会の主催者は、当該展覧会を適確かつ円滑に実施するために必要
な経理的基礎及び技術的能力を有する者であることとする。

0 損害総額の一定部分は主催者が負担、それを超える部分を盟が補償する（ただし、

補償上限額を定める）。

0 毎年度の補償契約の締結の限度額を予算で定める。

0 文化審議会の意見を聴いて、対象となる展覧会を決定する。

［本法案の効果】
①広〈全国で安定的・継続的に優れた展覧会が開催されるようになる。

②海外の美術品を多くの国民の鑑賞に供することで、国際文化交流が活性化する。

③展覧会の選定手続を通じ、その美術館の企画・運営能力の向上が図られる。
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Accepted i11de11111ity requests 
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Netherlands 
Norway 

Poland 
Romania 

counted per 
14 exhibition 

counted per 
42 exhibition 

counted per 
422 exhibition 

I 09 13 21 14 17 15 IO 10 9 Spain 

253 41 34 49 40 47 42 Sweden 
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Total 

* The UK reported 4.286 applications over the last 5 years 

120 157 127 United Kingdom 


